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024年度税制改正では、物価上昇を上回る構造的・持続的な賃金
上昇の実現が最優先課題とされ、賃上げ促進税制の強化が行わ

れました。また、「安いニッポン」の指摘に象徴される飲食料費に係るデフ
レマインドを払拭する観点から、交際費課税の見直しとともに、Web3.0
の推進に向けた環境整備を進めるため、暗号資産の時価評価課税につい
て追加的な見直しも行われました。さらに、2023年度税制改正で創設さ
れた、グローバル・ミニマム課税における所得合算ルール（ IIR: Income 
Inclusion Rule）に相当する「各対象会計年度の国際最低課税額に対する
法人税」（以下、「日本版IIR」という）に加えて、日本版IIRの導入に伴う事
務負担の軽減のため見直された外国子会社合算税制の適用も開始されま
した。
本稿では、大企業（主に資本金1億円超の法人）の2025年3月期の税務申
告に影響のある7項目にフォーカスして改正のポイントを解説するととも
に、適用時期は2026年3月期以降であるものの2025年3月期決算におけ
る税効果会計に影響を及ぼす可能性がある改正項目についても言及いた
します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあ
らかじめお断りいたします。
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POINT 1

賃上げ促進税制について、従業員数
2,000人以下の企業を中堅企業と位
置付けたうえで、賃上げへのインセン
ティブを強化し、働き方全般にプラス
の効果をもたらす観点から、適用要件
や控除率の見直しが行われた。

POINT 2

物価高騰等による会議費の実態を踏
まえ、交際費課税の対象から除外され
る飲食費に係る金額基準が見直され
た。

POINT 3

発行者以外の第三者が継続的に保有
する暗号資産等について、一定の要件
のもと、期末時価評価課税の対象から
除外される等の見直しが行われた。

POINT 4

日本版 IIRに加えて、外国子会社合算
税制について行われた特定外国関係
会社の会社単位の合算課税に係る閾
値の改正の適用が開始された。

POINT 5

2024年度税制改正項目でまだ適用が
開始されていないもの及び2025年度税
制改正大綱において提案されている改
正項目のなかには、2025年3月期の決
算における税効果会計に影響を及ぼ
す可能性がある項目が含まれている。
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Ⅰ

賃上げ促進税制

2 0 2 4年度税制改正により、地域にお
ける賃上げと経済の好循環の担い手とし
て期待される常時使用する従業員数が
2,000人以下である一定の法人を中堅企業
と位置付け、新たに「中堅企業向けの措
置」が創設されました。
また、人への投資の拡大のため、教育

訓練費に係る上乗せ措置の増加割合要件
の緩和、さらに、子育てと仕事の両立支援
や女性活躍の推進の取組みを後押しする
観点から、こうした取組みに積極的な企
業に対する税額控除割合の上乗せ措置の
創設といった措置が講じられました。

1. 全企業（主に大企業）向けの措置

従来の大企業のうち、物価高に負けな
い賃上げの牽引役として期待される常時
使用する従業員数が2,0 0 0人超の法人に
ついては、原則の控除率を10％に下げ（改
正前：15％）、より高い賃上げへのインセン
ティブを強化する観点から、継続雇用者
給与等支給額の増加に応じた控除率の上
乗せについて、さらに高い賃上げ率を要件
とする区分が創設されました。
また、教育訓練費を増加させた場合の

上乗せ措置については、その適用件数が

少ないことを踏まえ、増加割合要件が緩
和されるとともに、わずかな教育訓練費の
増加でも上乗せ措置の適用を受けている
法人が一定数あることを踏まえ、一定程
度の教育訓練費を確保するための要件が
追加されました。
さらに、子育てと仕事の両立支援や女

性活躍の推進の取組みに積極的な企業に
対する厚生労働省による認定制度（「くる
みん認定」、「えるぼし認定」）を活用した
新たな控除率の上乗せ措置が講じられま
した。
改正後の適用要件及び控除率は図表1

のとおりです。

2. 中堅企業向けの措置

中堅企業向けの措置については、従来
の賃上げ率の要件を維持しつつ、控除率
が見直され、より高い賃上げを行いやす
い環境が整備されました。
また、全企業向けの措置と同様、教育

訓練費を増加させた場合の上乗せ措置に
ついて、一定程度の教育訓練費を確保す
るための要件が追加されたうえで、増加割
合要件が緩和されるとともに、子育てと仕
事の両立支援や女性活躍の推進の取組み
に積極的な企業に対する厚生労働省によ
る認定制度（「くるみん認定」、「えるぼ
し認定」）を活用した新たな控除率の上乗

せ措置が講じられました。
改正後の適用要件及び控除率は図表2

のとおりです。

3. マルチステークホルダー方針の 

見直し

一定規模の資本金及び従業員を有する
法人は、給与等の支給額の引上げの方針、
下請事業者その他の取引先との適切な関
係の構築の方針その他の事項（以下、「マ
ルチステークホルダー方針」という）を公
表している場合に限り、賃上げ促進税制
の適用を受けることができることとされて
います。
このマルチステークホルダー方針につい

て、以下の見直しが行われました。

（1） 対象法人の範囲の拡充
2024年度税制改正前は、その事業年度

終了の時において、資本金の額等が10億
円以上であり、かつ、常時使用する従業
員数が1,0 0 0人以上である法人が、マルチ
ステークホルダー方針の公表の対象とさ
れていました。

2024年度税制改正後は、中堅企業向け
の措置が創設されたことに伴い、その事
業年度終了の時において、常時使用する
従業員数が2,000人を超える法人について
も、新たにマルチステークホルダー方針の

図表1 全企業（主に大企業）向けの措置 － 適用要件及び控除率

適用要件（*1） 及び控除率（*2）

最大控除率賃上げ要件 上乗せ要件

継続雇用者給与等支給額の
増加割合 控除率 教育訓練費要件 控除率 女性活躍・子育て支援要件 控除率

前年度比3％以上 10％ 教育訓練費の増加割合が 
前年度比10％以上

かつ
教育訓練費が雇用者給与等
支給額の0.05％以上

5％
事業年度終了の時において、プラ
チナくるみん認定又はプラチナ
えるぼし認定を受けていること

5％

20％

前年度比4％以上 15％ 25％

前年度比5％以上 20％ 30％

前年度比7％以上 25％ 35％
(*1)  事業年度終了の時において、資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員数が1,000人以上である法人又は事業年度終了の時において常時使用する従業員数が

2,000人超である法人については、マルチステークホルダー方針の公表が適用要件とされる
(*2)  税額控除額は、控除対象雇用者給与等支給増加額に控除率を乗じて計算した金額とされ、法人税額の20％が上限とされる
出所：KPMG作成
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公表が賃上げ促進税制の適用要件とされ
ることとなりました。

（2） 記載事項の明確化
2023年10月1日からのインボイス制度の

実施に伴い、消費税の免税事業者が取引
先から不当な取扱いを受けることのない
よう、取引環境の整備に取り組むことは
重要な課題であることを踏まえ、マルチス
テークホルダー方針について、適切な関係
の構築の方針を公表する対象である「下
請事業者その他の取引先」には、消費税
の免税事業者が含まれることが明確化さ
れました。

（3） 公表期限
これまで、マルチステークホルダー方針

のホームページへの公表期限に関する明
確な規定はなく、事実上、経済産業大臣
への届出期限（事業年度終了の日の翌日
から起算して45日を経過する日）までに公
表すればよいこととされていましたが、改
正により、事業年度終了の日までに公表し
なければならないこととされました。

4. 適用時期

改正後の賃上げ促進税制は、2024年4

月1日から2027年3月31日までの間に開始

する各事業年度に適用されます。

【用語の意義】
• 大企業：中小企業者以外の法人
• 中小企業者：以下のいずれかに該当
する法人（適用除外事業者を除く）

 ① 資本金の額が1億円以下の法人
（以下の法人を除く）

 　( i ) 発行済株式の総数の2分の1以
上が同一の大規模法人（資本
金の額が 1億円を超える法人
等）に所有されている法人

 　(ii) 発行済株式の総数の3分の2以
上が大規模法人に所有されて
いる法人

 ② 資本又は出資を有しない法人の
うち常時使用する従業員の数が
1,000人以下の法人

• 適用除外事業者：その事業年度開
始の日前3年以内に終了した事業年
度の所得金額の平均が年15億円を
超える法人

• 中堅企業：常時使用する従業員数
が2,000人以下の法人（その法人及
びその法人との間にその法人による
支配関係がある他の法人の常時使
用する従業員数の合計数が1万人を
超えるものを除く）

• 継続雇用者給与等支給額：継続雇
用者に対する当期の給与等支給額
で、当期の所得の金額の計算上損
金の額に算入されるもの

• 継続雇用者：当期及び前期の全期
間の各月において給与等の支給を
受けた一定の国内雇用者

• 国内雇用者：法人の使用人（役員の
特殊関係者及び使用人兼務役員を
除く）のうち、その法人の国内の事
業所に勤務する雇用者として、労働
基準法に規定する賃金台帳に記載
された者

• 控除対象雇用者給与等支給増加
額：雇用者給与等支給額－比較雇
用者給与等支給額（調整雇用者給
与等支給増加額が上限）

• 雇用者給与等支給額：国内雇用者
に対する給与等支給額で、当期の
所得の金額の計算上損金の額に算
入されるもの

• 比較雇用者給与等支給額：前期の
雇用者給与等支給額

• 調整雇用者給与等支給増加額：①
－②

 ① 雇用者給与等支給額（雇用安定
助成金額を控除した金額）

 ② 比較雇用者給与等支給額（雇用
安定助成金額を控除した金額）

Ⅱ

租税特別措置の適用制限

収益が拡大しているにもかかわらず、賃
上げにも設備投資にも消極的な大企業に
対しては、以下の租税特別措置における

図表2 中堅企業向けの措置 － 適用要件及び控除率

適用要件（*1） 及び控除率（*2）

最大控除率賃上げ要件 上乗せ要件

継続雇用者給与等支給額の
増加割合 控除率 教育訓練費要件 控除率 女性活躍・子育て支援要件 控除率

前年度比3％以上 10％ 教育訓練費の増加割合が 
前年度比10％以上

かつ
教育訓練費が雇用者給与等
支給額の0.05％以上

5％

事業年度終了の時において、プラ
チナくるみん認定又はプラチナ
えるぼし認定を受けていること

又は
当期がえるぼし認定（3段階目）
を受けた事業年度であること（*3）

5％

20％

前年度比4％以上 25％ 35％

(*1)  事業年度終了の時において、資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員数が1,000人以上である法人については、マルチステークホルダー方針の公表が適用要件
とされる

(*2) 税額控除額は、控除対象雇用者給与等支給増加額に控除率を乗じて計算した金額とされ、法人税額の20％が上限とされる
(*3) えるぼし認定（3段階目）については、認定を受けた事業年度のみ控除率の上乗せの適用が受けられる
出所：KPMG作成
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税額控除制度の適用を制限するとされて
います。
• 研究開発税制
• 地域未来投資促進税制
• 5G導入促進税制
• デジタルトランスフォーメーション投資
促進税制

• カーボンニュートラルに向けた投資促
進税制

2024年度税制改正では、この租税特別
措置の適用制限について、その適用期限
が3年間（2027年3月31日までに開始する
各事業年度まで）延長されるとともに、制
限の対象となる要件が図表3のように見直
されました。
また、一定規模以上の大企業に対して

は、賃上げ及び設備投資についてより高
い要件が求められますが、この一定規模
以上の大企業に該当する法人の範囲を拡
充する改正も行われました。
具体的には、これまで一定規模以上の

大企業とは、以下の①及び③に該当する
法人とされていましたが、改正により、新
たに②及び③に該当する法人もその範囲
に追加されました。

①  その事業年度終了の時において、資本
金等の額が1 0億円以上であり、かつ、
常時使用する従業員数が1,0 0 0人以上
である場合

②  その事業年度終了の時において、常時

使用する従業員数が2,0 0 0人を超える
場合

③  前事業年度の基準所得等金額が零を超
える一定の場合

これらの改正は、2024年4月1日以後に
開始する事業年度について適用されます。

【用語の意義】
• 大企業：I.【用語の意義】を参照
• 継続雇用者給与等支給額：I.【用語
の意義】を参照

• 継続雇用者比較給与等支給額：前
期の継続雇用者給与等支給額

• 国内設備投資額：法人が当期にお
いて取得等をした国内事業の用に
供する資産（棚卸資産、有価証券及
び繰延資産を除く）のうち、建物及
び建物附属設備、構築物、機械装
置、船舶、航空機、車両運搬具、工
具及び器具備品、一定の無形固定
資産、一定の生物（これらの資産の
うち時の経過によりその価値の減
少しないものを除く）で当期末にお
いて有するものの取得価額の合計
額

• 当期償却費総額：法人の有する減価
償却資産につき当期の償却費として
損金経理をした金額（前期の償却
超過額等を除き、特別償却準備金と
して積み立てた金額を含む）の合計
額

Ⅲ

交際費課税

物価高騰等による会議費の実態の変化
を踏まえ、2024年度税制改正では、損金
不算入となる交際費等の範囲から除外さ
れる飲食費の金額基準が、1人当たり1万
円以下（改正前：5,000円以下）に引き上げ
られました。
この改正は、2024年4月1日以後に支出

する飲食費について適用されます。
また、その事業年度終了の日における資

本金の額等が10 0億円以下である法人の
支出する交際費等の額のうち、接待飲食
費の額の5 0％相当額については、損金の
額に算入することが認められていますが、
この接待飲食費に係る損金算入の特例の
適用期限が3年間（2027年3月31日までに
開始する事業年度まで）延長されました。

Ⅳ

暗号資産の評価方法等

1. 期末時価評価の対象となる暗号資産
の範囲の見直し

内国法人が期末に有する市場暗号資産
については、20 23年度税制改正により期
末時価評価の対象外とされた特定自己発
行暗号資産を除き、時価法により評価す
るとされていました。
これは当初、活発な市場が存在する暗

号資産は、主に時価の変動により売却利
益を得ることや決済手段として利用するこ
とを目的として保有されることが想定され
ていたことによるものです。しかし、暗号
資産の普及に伴い、当初想定されていた
以外の目的により保有され、その保有期
間が長期間となる場合も生じてきました。
このような暗号資産の保有目的及び保

有状況の変遷を受けて、企業会計におけ
る考え方に変化が生じたこと及びその保
有態様が一定程度明らかとなる制度が法
令上整備されたことを踏まえ、2 0 24年度
税制改正では、内国法人が期末に有する

図表3 租税特別措置の適用制限に係る要件

（ⅰ） 及び（ⅱ） のいずれにも該当しないこと

（ⅰ） 一定規模以上の 
大企業

継続雇用者
給与等支給額 ≧ 継続雇用者比較給与等

支給額 × 101％

上記以外 継続雇用者
給与等支給額 ＞ 継続雇用者比較給与等

支給額

（ⅱ） 一定規模以上の 
大企業 国内設備投資額 ＞ 当期償却費総額 × 40％

上記以外 国内設備投資額 ＞ 当期償却費総額 × 30％

出所：KPMG作成
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暗号資産のうち譲渡についての制限その
他の条件が付されている暗号資産でその
条件が付されていることについて公表の
ための手続（図表4参照）がとられている
暗号資産（以下、「特定譲渡制限付暗号
資産」という）は、市場暗号資産に該当す
る場合であっても、原価法により評価する
ことができるとされました。
また、特定譲渡制限付暗号資産に該当

す市場暗号資産が自己発行暗号資産であ
る場合には、原価法により評価することと
されました。
改正後の暗号資産の評価方法は図表 5

のとおりです。

2. 特定譲渡制限付暗号資産の評価方法
の選定手続等

（1）  市場暗号資産に該当する特定譲
渡制限付暗号資産

市場暗号資産に該当する特定譲渡制限

付暗号資産で自己発行暗号資産に該当し
ないもの（以下、「選定特定譲渡制限付
暗号資産」という）の評価方法は、譲渡に
ついての制限その他の条件が付されてい
る暗号資産の種類ごとに選定し、その暗
号資産を取得した日の属する事業年度に
係る確定申告書の提出期限までに納税地

の所轄税務署長に届け出なければならな
いこととされています。
なお、評価方法を選定しなかった場合  

には、原則法により評価することになり 

ます。

図表4 特定譲渡制限付暗号資産における公表手続

暗号資産保有者 暗号資産交換業者 認定資金決済事業者協会
（JVCEA）

【JVCEAに対して提供される情報の内容】

① 移転制限することの要請

③ 右記の通知を
することの要請

要請を受けた者
• 発行者等
• 暗号資産保有者が移転制限を
解除できないことを知る第三者（※）

※ 暗号資産保有者が移転制限を解除できないことを知る第三者とは、以下の者をいう
• 暗号資産を信託の信託財産とする措置を講ずる場合におけるその信託の受託者
• 保有者のためにウォレットを管理する者が、そのウォレットを凍結する措置を講ずる場合におけるその管理する者
• マルチ・シグネチャ方式で複数の秘密鍵を保有者と第三者が管理する等の措置を講ずる場合におけるその秘密鍵等を管理する者やその秘密鍵等を用い
て署名する者

• 保有者自身が、ロックアップコード等の技術的措置によって、一定期間暗号資産を移転できないようにする措置を講ずる場合におけるその技術的措置
の状態を確認することができる者（暗号資産交換業者や信託銀行等）

移転制限が付され、又は付される予定の暗号資
産について
1　種類及び数量
2　保有者及び保有の目的
3　移転制限の期間・方法
4　その他の内容に関する情報

【公表される内容】
移転制限が付され、又は
付される予定の暗号資産
の種類及び数量

移転制限されて
いる旨の通知

JVCEAのウェブサイト
に掲載することにより
公表する

② 移転制限されている旨の通知

 【情報提供義務】

【公表義務】

出典：財務省「令和6年度　税制改正の解説」P.337をKPMGで一部加工
 https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/explanation/PDF/p0327-0381.pdf

図表5 暗号資産の評価方法

暗号資産の種類 評価方法

市場暗号資産 （ⅰ）特定自己発行暗号資産（*） 原価法

（ⅱ）特定譲渡制限付 
暗号資産

自己発行暗号資産 原価法

上記以外 原価法又は時価法
（法人の選択）

（ⅲ）上記以外 時価法

上記以外の暗号資産 原価法

(*)  特定自己発行暗号資産を有する場合において、その暗号資産が特定譲渡制限付暗号資産（自己発行暗号資産に該当す
るものに限る）に該当する又は該当していたものであるときは、その暗号資産は特定譲渡制限付暗号資産に該当するも
のとみなされる　

出所：KPMG作成

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/explanation/PDF/p0327-0381.pdf
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（2）  市場暗号資産に該当しない特定
譲渡制限付暗号資産

特定譲渡制限付暗号資産（自己発行暗
号資産を除く）の取得をした場合には、そ
の特定譲渡制限付暗号資産が市場暗号
資産に該当しないときであっても、その特
定譲渡制限付暗号資産を選定特定譲渡
制限付暗号資産に該当するものとして評
価方法を選定し、その取得した日の属す
る事業年度に係る確定申告書の提出期限
までに納税地の所轄税務署長に届け出な
ければならないとされています。
市場暗号資産に該当しない特定譲渡制

限付暗号資産は、原価法により評価した
金額をもってその期末時における評価額
とすることとされていますが、この選定を
行うことにより、その後の事業年度におい
てその特定譲渡制限付暗号資産が市場暗
号資産に該当することとなった場合には、
その選定した方法により評価した金額を
もってその期末時における評価額となり 

ます。

3. 暗号資産の区分変更等によるみなし
譲渡

内国法人が暗号資産を自己の計算にお
いて有する場合において、その暗号資産
について区分変更等の一定の事実が生じ
たときは、その区分変更等の内容に応じ
て、一定の金額によりその暗号資産を譲
渡し、かつ、その暗号資産を取得したもの
とみなして、各事業年度の所得の金額を

計算するとされました。

4. 適用時期

暗号資産に係る改正は、2024年4月1日
以後に終了する事業年度について適用さ
れます。

【用語の意義】
• 市場暗号資産：活発な市場が存在
する暗号資産で内国法人が有する
もののうち、継続的に売買価格等
の公表がされ、十分な数量及び頻
度で取引が行われている等の要件
に該当するもの

• 自己発行暗号資産：その内国法人
が発行し、かつ、その発行の時から
継続して有する暗号資産

• 特定自己発行暗号資産：その内国
法人が発行し、かつ、その発行の時
から継続して有する暗号資産で、そ
の発行の時から継続して他の者に
移転できないようにする技術的措
置がとられていること等、その暗号
資産につき譲渡についての制限そ
の他の条件が付されているもの

Ⅴ

日本版IIR

2 0 2 3年度税制改正において、OECD/

G2 0のBEPS包摂的枠組みにおいて合意さ
れた第2の柱に係るグローバル・ミニマム
課税のうち所得合算ルール（ IIR: Income 

Inclusion Rule）に相当する日本版IIR（「各

対象会計年度の国際最低課税額に対する
法人税」及び「各課税対象会計年度の特
定基準法人税額に対する地方法人税」）が
創設されました。
日本版IIRは、多国籍企業グループ等を

構成する会社等について国別に算定され
た実効税率が基準税率（ 15％）を下回る 

場合、国別に集計された純所得（利益）に
対する基準税率に至るまでの税額を親会
社等に課す制度です。
日本版IIRは、内国法人の2024年4月1日

以後に開始する対象会計年度（多国籍企
業グループ等の最終親会社等の連結等財
務諸表の作成に係る期間）から適用され
ます。

Ⅵ

外国子会社合算税制

2023年度税制改正において、上記V.の
日本版IIRが創設され、2024年4月1日以後
に開始する対象会計年度から導入される
こととなったことに伴い、その対象企業に
追加的な事務負担が生じることが見込ま
れること等を踏まえ、外国子会社合算税
制について、特定外国関係会社（ペーパー
カンパニー、キャッシュボックス及びブ
ラックリストカンパニー）に係る会社単位
の合算課税の適用免除要件である租税負
担割合の閾値が、30％から27％に引き下 

げられました。（図表6参照）
上記の改正は、内国法人の2024年4月1

日以後に開始する事業年度に係る課税対

図表6 外国関係会社の合算課税の閾値

租税負担割合
20％未満 20％以上かつ

27％未満 27％以上

特定外国関係会社（ペーパーカンパニー等）
会社単位の
合算課税

特定外国関
係会社以外

対象外国関係会社
「経済活動基準」のいずれかを満たさない

（合算課税なし）
部分対象外国関係会社
「経済活動基準」の全てを満たす

受動的所得の
合算課税

出所：KPMG作成

外国関係会社の区分
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象金額、部分課税対象金額及び金融子会
社等部分課税対象金額を計算する場合に
ついて適用されます。

Ⅶ

過大支払利子税制

過大支払利子税制において、損金不算
入とされた対象純支払利子等の額（以下、
「超過利子額」という）は、一定の要件の
もと7年間繰り越され、控除枠が生じた事
業年度に一定の金額を損金算入すること
ができます。

2024年度税制改正では、昨今の欧米の
金利上昇により、市場から外貨を調達し
て国際投資を行う金融機関において、海
外に対する利息の支払が増加し、租税回
避を行う意図がないにもかかわらず、本制
度の適用により多大な税負担が生じる可
能性があることを踏まえ、2030年4月1日
から2035年3月31日までの間に開始する

事業年度における超過利子額の損金算入
の対象に、その事業年度開始前10年以内
に開始した事業年度（2022年4月1日から
2025年3月31日までに開始した事業年度
に限る）に係る超過利子額を含むとされま
した。（図表7参照）
この改正は、2024年4月1日以後に開始

する事業年度分の法人税について適用さ
れます。

Ⅷ

2025年3月期決算の税効果
会計に影響を及ぼす可能性
のある改正項目

2024年度税制改正項目でまだ適用が開
始されていないもの及び2025年度税制改
正大綱において提案されている項目のう
ち、20 25年3月期決算における税効果会
計に影響を及ぼす可能性のある項目とし
て、たとえば以下の改正が挙げられます。

1. 外形標準課税

2024年度税制改正では、企業の稼ぐ力
を高める法人税改革の趣旨や、地方税収
の安定化・税負担の公平性といった制度
導入の趣旨を踏まえ、外形標準課税の対
象法人の見直しが行われました。
たとえば、親会社の信用力等を背景に

事業活動を行う子会社への対応として、現
行の対象法人の基準（資本金1億円超の
法人）に加えて、以下の追加基準に該当す
る法人が外形標準課税の対象とされます。

＜追加基準＞
資本金と資本剰余金の合計額が50億円

を超える法人（その法人が事業税非課税
法人又は所得割のみで課税される法人等
である場合を除く）又は相互会社・外国相
互会社の100％子法人等のうち、以下のい
ずれにも該当するもの。
• その事業年度末日の資本金が1億円以下

図表7 各事業年度において超過利子額の損金算入の対象となる事業年度の推移

（年度）
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 当期

⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 当期

⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 当期

⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 当期

⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 当期

⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 当期

⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 当期

⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 当期

⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 当期

⑩ ⑨ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 当期

⑩ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 当期

⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 当期

出典： 財務省「令和6年度　税制改正の解説」P.750をKPMGで一部加工 
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/explanation/PDF/p0623-0759.pdf

【改正事項】
2030年4月1日から2035年3月31日ま
での間に開始する事業年度における
損金算入の対象に、事業年度開始前
10年以内に開始した事業年度（2022
年4月1日から2025年3月31日に開始
した事業年度に限る）に係る超過利
子額を含むこととされた

2022年4月1日から
2025年3月31日に
開始した事業年度 通常は前7年以内に開始した事業年度に係る

超過利子額のみ繰越可能

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/explanation/PDF/p0623-0759.pdf
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• その事業年度末日の資本金と資本剰余
金の合計額（2024年3月30日以後に、そ
の100％子法人等がその100％親法人等
に対して資本剰余金から配当を行った
場合においては、その配当に相当する
額を加算した金額）が2億円超

この改正は2026年4月1日以後に開始す
る事業年度から適用されますが、上記の
追加基準により新たに外形標準課税の対
象となる法人に対する税負担を緩和する
ため、最初の2年間、税負担の増加額のう
ち一定額を法人事業税額から控除する激
変緩和措置が講じられています。
この改正により、新たに外形標準課

税の対象となる法人については、法人
実効税率が東京都の超過税率の場合、
3 5.4 3％から31.5 2％ （標準税率の場合、
34.4 3％から30.6 4％）に下がることとなり
ます（ 2.で解説する防衛特別法人税適用
後の法人実効税率）。

2. 防衛力強化に係る財源確保のための
税制措置

2025年度税制改正大綱では、日本の防
衛力の抜本的な強化を行うために安定的
な財源を確保する観点から、防衛力強化
に係る財源確保のための税制措置として、
各事業年度の所得に対する法人税額に対
し、税率 4％の新たな付加税として課され
る「防衛特別法人税（仮称）」の創設が提
案されています。なお、中小法人に配慮す
る観点から、課税標準となる法人税額か
ら年500万円が控除されます。
防衛特別法人税は、2026年4月1日以後

に開始する事業年度から適用される予定
です。
この防衛特別法人税の創設に伴い、法

人実効税率について、防衛特別法人税の
課税標準から控除される年 5 0 0万円等を
考慮せずに計算した場合、外形標準課税
対象法人については東京都の超過税率の
場合で30.6 2％から31.5 2％ （標準税率の
場合で29.74％から30.64％）、外形標準課

税対象外法人については東京都の超過税
率の場合で34.59％から35.4 3％ （標準税
率の場合で33.58％から34.43％）に引き上
げられる見込みです。

3. 外国子会社合算税制

上記V.の日本版IIRの導入に伴い、その
対象企業に追加的な事務負担が生じるこ
とが見込まれること等を踏まえ、 2 0 2 5年
度税制改正大綱では、外国関係会社の各
事業年度に係る課税対象金額等の合算時
期を、外国関係会社の事業年度終了の日
の翌日から「4ヵ月」（現行：2ヵ月）を経過
する日を含むその内国法人の事業年度に
見直すことが提案されています。
この改正は、原則として、内国法人の

2025年4月1日以後に開始する事業年度に
係る外国関係会社の課税対象金額等（そ
の外国関係会社の2025年2月1日以後に終
了する事業年度に係るものに限る）につい
て適用される予定です。
なお、内国法人の2025年4月1日前に開

図表8 外国子会社合算税制の合算時期

【原則】

2025年3月期

2024年12月期

2026年3月期 2027年3月期

2025年12月期 2026年12月期

2025年3月期

2024年12月期

2026年3月期 2027年3月期

2025年12月期 2026年12月期

《事例：3月決算の日本親会社／12月決算の外国関係会社》

日本親会社
（3月決算） 

外国関係会社
（12月決算） 

【経過措置】
《事例：3月決算の日本親会社／12月決算の外国関係会社》

日本親会社
（3月決算） 

外国関係会社
（12月決算） 

外国関係会社の所得の合算なし

外国関係会社の所得の合算なし

2025.122024.12 2026.12

2025.3

2ヵ月 4ヵ月

4ヵ月4ヵ月

2026.3 2027.3

2025.122024.12 2026.12

2025.3 2026.3 2027.3

出所：KPMG作成
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始した事業年度に係る外国関係会社の課
税対象金額等（その外国関係会社の2024

年12月1日から2025年1月31日までの間に
終了する事業年度に係るものに限る）につ
いては、その外国関係会社の事業年度終
了の日の翌日から4ヵ月を経過する日を含
むその内国法人の2025年4月1日以後に開
始する事業年度において外国子会社合算
税制の適用を受けることができる経過措
置が設けられる予定です。（図表8参照）

本稿に関するご質問等は、 
以下の担当者までお願いいたします。

KPMG税理士法人
大島 秀平／パートナー

 03-6229-8000（代表電話）
 shuhei.ohshima@jp.kpmg.com

関連情報

税務コンテンツ

https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2016/05/

tax.html

https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2016/05/tax.html
https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2016/05/tax.html
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